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➢【法改正】2026年 労働・社会保険法改正の概要

2026（令和8）年も、早くも2か月が経過しようとしています。2025（令和7）年は、育児介護休業法をはじめ多くの法改正が行われましたが、本年
も、昨年同様に複数の法改正が待ち受けています。そこで今回は、以下の一覧に示した法改正のうち、多くの方に影響があると思われる赤枠の4つの法
改正の概要を見てみたいと思います。

労務関係 労働・社会保険関係 税務その他

2026.4

2026.10

2026.7

健康保険法
・被扶養者認定の収入要件見直し

健康保険法
・子ども子育て支援納付金徴収開始

労働安全衛生法
・高年齢労働者の労働災害防止措置

労働施策総合推進法
・治療と就業の両立を促進する措置

女性活躍推進法
・男女間賃金差異の情報公開義務の
対象拡大
・女性管理職比率の情報公開の義務化
・えるぼし認定制度の見直し

厚生年金保険法
・在職老齢年金の支給停止額の引上げ

年金制度改正法
・離婚時の年金分割の請求期限の伸長

障害者雇用促進法
・障害者雇用率の引上げ

健康保険法、厚生年金保険法
・短時間労働者の被用者保険加入支援

国民年金法
・第1号被保険者の育児期間の国年保険料免除

労働施策総合推進法
・カスタマーハラスメント対策義務化

男女雇用機会均等法
・求職者等に対するセクハラ対策義務化

女性活躍推進法
・プラチナえるぼし認定制度の見直し

2026.1

所得税法
・扶養控除等申告書の記載事項の変更
・扶養親族等の数の算定方法の変更
・源泉徴収税額表の改正

１

２

３

４
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●法改正施行日：4月１日
●変更内容 ：（現  状）認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、所定外賃金の見込みを含めた
 今後１年間の収入見込みにより判定

（改正後）労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入により判断
●法改正のポイント

①労働条件通知書等の労働契約の内容が確認できる書類において規定される時給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の
見込額が130万円未満（一定の者はその金額）である場合を想定。
②労働条件通知書等の書類上に明確な規定がなく予め金額を見込み難い時間外労働に対する賃金等は年間収入の見込額には含まない。
③労働契約に明確な規定がなく労働契約段階では時間外労働の見込みがなかったのであれば、扶養認定時点で時間外労働が発生していた
としても、当年度においては一時的な収入変動とみなし、今回の取扱いにより年間収入を判定する。
④労働契約内容が確認できる書類がない場合は、従来どおり、勤務先から発行された収入証明書や課税（非課税）証明書等により
年間収入を判定する。

１．健康保険法：被扶養者認定の収入要件見直し

２．健康保険法：子ども子育て支援納付金制度のスタート

●法改正施行日：4月１日
●変更内容 ：（現  状）制度なし

（改正後）毎月の給与及び賞与から、「子ども・子育て拠出金」が控除されることとなります。
●法改正のポイント

①2026年4月分から徴収開始
・・・ （保険料が当月徴収の企業の場合）2026年4月から徴収開始。

  （保険料が翌月徴収の企業の場合）2026年5月から徴収開始。ただし、4月末退職者は4月給与から徴収。
・・・ 4月に賞与の支給があれば、4月賞与から控除が必要

②支援金額（月額）は、「標準報酬月額（標準賞与額）×支援金率（0.23％）」となり、算出された金額の半額は、企業が負担。
  ・・・ 例１：標準報酬月額47万の場合 470,000円×0.23％÷２＝  540円

・・・ 例２：標準報酬月額88万の場合 880,000円×0.23％÷２＝1,012円
③給与システムのアップデート、給与明細書の項目追加を2026年3月の給与計算完了後に実施することが必要。
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３．障害者雇用促進法：障害者雇用率の引上げ

４．労働施策総合推進法：カスタマーハラスメント対策義務化

●法改正施行日：7月１日
●変更内容 ：（現  状）2.5％（民間企業）。従業員を40人以上雇用している事業主は、1人以上の障害者の雇用が必要。

（改正後）2.7％ （民間企業）。従業員を37.5人以上雇用している事業主は、1人以上の障害者の雇用が必要。
●法改正のポイント

①必要な障害者雇用数の確認
 法定雇用障害者数（障害者の雇用義務数）＝（常用労働者数＋短時間労働者数×0.5）×障害者雇用率（2.7％）
②障害者の人数のカウント方法の確認（常用雇用、短時間、重度障害か否か）
③プライバシーに配慮した情報の把握・確認

… 厚生労働省「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」を参考にしてください。
●参考：障害者雇用率の推移

2012年度：1.8％→2013年度：2.0％→2018年度：2.2％→2021年3月：2.3％→2024年度：2.5％→2026年度：2.7％

●法改正施行日：10月１日
●変更内容 ：（現  状）制度なし。

（改正後）今後公表される指針に基づき、事業主は、カスタマーハラスメントに対する事業主が講ずべき具体的な措置等を
 定めることが義務化

●法改正の背景：①多様な労働者が活躍できる就業環境の整備を図るため、ハラスメント対策の強化
 ②カスタマーハラスメントを防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付け、国が指針を示すとともに、カスタマーハラス
メントに起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務を明確化する。

●法改正のポイント
①「カスタマーハラスメント」についての理解
・職場において行われる、顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者の言動であって、
・その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、
・当該労働者の就業環境を害すること
②指針案の把握

…指針案については、2025年12月10日の労働政策審議会雇用環境・均等分科会の資料として確認可能。
…指針は2026年2月告示予定、改正法施行の日（2026年10月1日）より適用と記載あり。
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本紙に関するお問合せ、人事労務に関するご相談等は、
下記までご連絡ください。

社会保険労務士法人EOS
東京都港区西新橋1-1-1 日比谷フォートタワー16階

E-mail: accounting@epcs.co.jp
URL: https://www.epcs.co.jp
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